
新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、お変わりなくお過ごしのことと、
お慶び申し上げます。
平素は、格別のご指導・ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、１２月定例会におきまして、今年度３度目の一般質
問の壇上に立たせていただきました。
昨年から今年にかけて防犯・交通安全について議会で改善
を求め活動してまいりましたが、中々上手く伝えられず未
熟さを感じておりますが、しっかりと勉強して今後も改善
を求めていきたいと思います。
今後も日々成長できるよう精進して参りますので、これか
らもご指導賜りますようお願い申し上げます。
最後になりますが、2015年が最良の年となりますことを
ご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。

岡崎市議会議員 井町圭孝
・会派：民政クラブ
・総務企画委員会 副委員長
・運動施設整備検討
特別委員会 委員

<主な補正> 県議会議員一般選挙費、障がい児通所給付費、千万町茅葺屋敷復旧工事請負工事費
岡崎市観光協会補助金、文化施設整備基金積立金など。

<見解> 補正の財源としては、国県支出金、繰越金、市債などにより収支の均衡を図っている。

会 計 別 補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 1,126億8,007万円 4億6,248万円 1,131億4,255万円

特 別 会 計 613億4,030万円 163万円 613億4,193万円

企 業 会 計 592億8,701万円 △5,010万円 592億3,691万円

計 2,333億738万円 4億1,401万円 2,337億2,139万円
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補正予算

2015年1月 第9号“いいまち”つくる井町です！！

子供からお年寄りまで幸せを感じられる岡崎市を目指します！

“ いいまち ”ニュース井町よしたかの

発行：岡崎市矢作町字出口１ 井町圭孝連絡事務所 TEL:34-2514

岡崎市議会議員

（市政レポート）

件 名 概 要 見 解

豊橋市・岡崎市・
豊田市小児慢性
特定疾病審査会
の共同設置

児童福祉法の一部改正により中核市に設
置が求められる小児慢性特性疾病審査
会について、豊橋市及び豊田市と共同で
設置するもの

審査対象となる疾病が704疾病となり、疾
病に関する知見を有する医師の確保も困
難であることなどから公平性・専門性を高
めるためにも県下の3中核市で審査会を
共同設置することとなったと理解し、賛成。

岡崎市市税条例
の一部改正につ
いて

納税者の利便性の向上を図るため、県税
である自動車税の納期と市税である軽自
動車税の納期を合わせるとともに、その
他の市税の納期を拡大するもの

市民の問い合わせや要望により、納期を
拡大するものと理解。また、別々に発送し
ていた書類を一緒に発送できるものもあり
経費の削減も期待でき賛成する。



１ 防犯について

Ｑ１：来年度から2年間かけて行う防犯カメラの検証実験の具体的な
スケジュールを伺う。

Ａ１：平成27年度から四半期ごとを目途に地元と定期的な状況報告を

含めた会議を開催する。会議の内容は、設置前後の犯罪発生状

況の比較検討、画像管理、カメラ設置にかかるコスト、プライ

バシー管理のあり方等。

平成28年度には前年の犯罪発生状況などの計測データに偶発的

な要因による事も考慮して1年目、2年目の検証データの比較検

証をする。

また、自主防犯活動に従事する方々へのアンケート調査を実施

し、地域の自主防犯活動を補完する目的として防犯カメラがど

のように有効であるかを調査結果としてまとめていく。この調

査結果を総代連絡協議会を通じて全学区に配布し、各学区で防

犯カメラ導入の是非を検討する資料として活用していただく。

12月の定例議会において12月5日（金）に自身６回目となる一般質問に登壇させてい

ただきました。今回の質問は①防犯について②交通安全について③配食サービスにつ

いての３本のテーマについて行いましたので要点を報告いたします。

井町意見：防犯カメラ設置モデル事業については、地域の自主防犯活動を補完する目
的として防犯カメラがどのように有効であるかを事業結果としてまとめていくとの事。

因果関係がはっきりと分かるデータの取り方に注意し、誰もが納得いく結果の報告を
求める。

２ 交通安全について

井町意見：今年は昨年を上回る12人の方が交通事故で尊い命を落とされており、その

内7人が高齢者となっているのが岡崎市の現状。夏に実施された自転車の無事故無違反

100日間ラリーでは、市内中高19校が参加し、無事故を達成できたのは10校のみと自転

車の交通事故も多い。

その現状を鑑み、今よりも良くしようと提案しても「今岡崎では○○をやっているか

ら問題ない」という趣旨の回答にしか聞こえなく、改善したいと思う姿勢を見せてい

ただきたい。

Ａ１：愛知県警本部のＨＰに交通安全マニュアルが掲載されており、

本市内で実施される交通安全教室においても、そのＨＰを活用

するよう交通安全教育の指導者に案内している

Ｑ１：学校や職場で子どもや高齢者の行動特性を理解させる教育に
力を注いではいかがか？

Ａ２：既に岡崎市交通安全条例が制定されており、条文の中に市民の責務として自転車を含む車

両の安全利用について定めており、自転車の安全利用に関する条例の制定は考えていない。

Ｑ２：福岡県福岡市や兵庫県宝塚市では「自転車の安全利用に関する条例」を制定し、併せて
様々な活動を行い自転車事故を減少させる効果をあげている。本市もそのような事例に倣
い自転車の安全利用に関する条例を制定することを提案するが、本市の考えを伺う。
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３

３ 配食サービスについて

Ｑ１：配食サービスの目的を伺う。

Ａ１：高齢者の安否確認を配食業者が行い、高齢者が住み慣れた

地域で在宅生活を継続していく事を目的としている。

Ｑ２：安否確認の方法を伺う。

Ａ２：食事を1日1食、昼食又は夕食のいずれかを利用者の自宅に

配達し、利用者に直接手渡すことで安否確認を行う。

Ｑ３：1食当たりの市の負担額について伺う。

Ａ３：平成23年7月から、旧岡崎市地域においては市の負担額は

350円から250円になった。

Ｑ４：市の負担金は何に対する負担金と理解すればよいのか伺う。

Ａ４：市は安否確認に係る費用を負担し、利用者には食材費及び調理費を負担頂いている。

Ｑ５：ガソリンを含む物価の上昇、自動車産業が好調な西三河地域において、人件費（時間

給）を上げないと人が働きに来てくれない等の状況を鑑み、サービスの質を落とさない

ためには本市の負担金を見直す時期に差し掛かっていると思うが、本市の見解を伺う。

Ａ５：受託業者に集まっていただく「配食サービス連絡会議」での事業者からの意見を参考に

して、安否確認に係る市の負担額、食材料費及び調理費に係る利用者の負担額について、

適切な費用負担を行う事を引き続き検討していく。消費税増税の際は再度見直す。

井町意見：1人暮らしの高齢者や高齢者同士の世帯が増えており、安否確認事業は必要

なサービスと考えますが、受託事業者の協力なくしては成り立たないため、状卓事業

者に過度な負担を掛けることが無きよう、しっかりと現場の声を聴いていただきたい。

10/9全国都市問題会議@高知市 10/25おかざきっ子展

11/16消防団連合観閲式

10/27模範造林視察@設楽町

10月 市政報告会開催

11/30矢作南学区グランドゴルフ12/14全中駅伝大会応援@山口市11/23おかざきマラソン出走

11/6中核市サミット@高松市
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58.3%

岡崎市交通死亡事故内訳

井町よしたか
連絡先

〒444-8522 岡崎市矢作町字出口1番地 東レ労組内

事務所 TEL：0564-34-2514 FAX：0564-34-2517

市議会 TEL：0564-23-6394 FAX:0564-23-6526

携帯（PHS）：070-5253-4192

E-mail ： yimacchi@m5.catvmics.ne.jp

ブログ：http://ameblo.jp/iimachi-imachi/

地域の困りごとや、市政に対する意見・ご要望など気軽にご連絡下さい。

“いいまち”つくる
井町です！

４

残念ながら全国で交通死亡事故ワースト1の愛知県。その中でも西三河の死亡事故が多く、さ
らに岡崎市の死亡事故が多いのが現状です。交通ルールを守って交通安全に対する意識を高め
ましょう！

今回の一般質問でも取り上げました交通安全。

皆さんご存知ですか？愛知県は交通死亡事故が多く全国ワースト１であることを。

車両保有台数や交通量が多いため事故が多くなる原因と考えられますが、自分たちが

住んでいる地域は事故が多い地域と意識し、自分は被害者にならない＆加害者になら

ない行動を意識することが大事だと思います。

常日頃から交通安全に意識した行動をとるように心がけましょう！

12月15日の愛知県警察本部HPからデータを引用

岡崎市では今年も高齢者の死亡事故が目立ち

ます。高齢者の行動特性を理解し、高齢者を
交通事故から守りましょう！

高齢者の行動特性
１．目や耳の衰えにより、適正な判断が

出来ない事がある。

２．歩く速度が遅くよろける事がある。

３．暗い色の服装を好む傾向がある。
４．相手が避けてくれると思い込んでいる

ときがある。

以上の事から高齢者を見かけたら飛び出し
てくるかもしれないと思う事及び夜道では
高齢者が歩いているかもしれないと思う
「かもしれない運転」を励行しましょう！

子ども：15歳以下

若者：16～24歳

高齢者：65歳以上


